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～新型コロナウイルス感染対策の一部変更について～ 

 

当健康管理センターでは、6月からの健診業務の再開いたしましたが、その感

染予防対策については、5月 29日付けで当ホームページにてお知らせいたしま

した。また、6月 15日付けで、病院玄関での感染の可能性のある方のチェック

（トリアージ）を中止するなどの変更点をご報告させて頂きました。 

つきましては、今般、感染が再び拡大傾向にある状況から、7月 13日（月）

から、以下のような変更を行いますので、ご了解頂きたく存じます。 

 

1. 病院の玄関でのトリアージの再開 

 病院建物への入館時の発熱者のチェックを行います。病院内への行き先を

お聞きする場合がありますが、その場合は、健康診断または人間ドックの予

約がある旨、お伝えください。 

2. 健康管理センター入口でのトリアージ 

   健康管理センター入口では、既に病院への入館時に発熱の有無について

のチェックを済ませて頂いているため、改めて、検温等は行いません。た

だ、病院への入館時には実施されなかった、新型コロナウイルス感染の自

覚症状の有無について、簡単な質問をさせて頂きます。 

3. ビニールスクリーンまたはフェイスシールドの使用 

 一部の部署について、これらの使用を停止しておりましたが、健康診断受

診者の皆様と職員が接触するすべての箇所について、再度、ビニールスクリ

ーンまたはフェイスシールドのいずれかを使用することとします。 

 

以上、ご迷惑をおかけしますが、皆様におかれましても、マスクの着用、ソ

ーシャルディスタンスの確保など、引き続き、ご協力のほど、よろしくお願い

いたします。 

なお、上記の変更点以外の、感染対策の詳細は、5 月 29 日および 6 月 15 日

付けの当ホームページでのお知らせに記載したのと同じ処置を継続しておりま

す。ご関心のある方は、ご一読いただきたく存じます。 
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